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①

③ 環境学習センター 岡山市北区下石井2-2-10

公益財団法人岡山県環境保全事業団
701-0212

業種名：廃棄物処理業

循環資源（廃棄物）事業、環境調査事業、環境保全事業
従業員　　127　名（令和4年4月現在）
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水島処分場

岡山県岡山市南区内尾665-1

総務部総務課

①燃料等原油換算1,500kℓ以上特定事業者
の該当要件

②ﾊﾞｽ・ﾄﾗｯｸ100台、ﾀｸｼｰ250台以上

水島事業所事務所のLED化、ハイブリッド車への更新等の取組により電力、揮発油、軽油の使用量については削減
することができた。しかしながら、2022年5月と3月には、焼却処理施設の炉壁の赤熱化のトラブル、2023年2月に
はタービンのトラブルが発生し、灯油使用量は増加した。また、頻発するトラブルを抑制するため、2022年度は秋
季定期点検期間中に燃料である廃プラの投入に係る機器を更新する大規模修繕を実施した。そのため、秋季定期点
検期間（9月、10月）の灯油使用量が増加した。以上の5月、9月、10月、2月、3月の灯油使用量の大幅な増加が原
因で前年度の削減実績より削減率が0.1％減少した。
【2022年度トラブルによる灯油使用量：5月　約100kL　9月　約100kL　10月　約100kL　2月　約50kL
3月　約50kL】
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【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

【森林保全等吸収源対策への取組】

【再生可能エネルギーの導入】

【その他特記事項】

【推進体制】

令和4年度（実績）　3,010㎡　　　753本　　　トベラ
令和5年度（計画）　3,010㎡　　　199本　　  オリーブ、アーモンド、レモン

水島処分場太陽光発電量  6,873 kWh/年,風力発電量 41.6 kWh/年。内尾事務所：現在太
陽光発電設備故障中のため発電無し。

　 無

有　
県内で
の取組

【令和4年度普及啓発活動の実績等】
・環境学習センター「アスエコ」において、環境保全に関する普及啓発・広報事業を実施。
・行政・各種団体との協働体制のもと、地球温暖化、資源リサイクル等をテーマとした環境学習出前講座(実績457
件)や指導者養成、環境団体等の相互交流・情報交換の場である環境学習協働推進広場の運営を実施。
・持続可能な社会の形成に向け、SDGｓをテーマとした講演を63回実施。
・岡山県地球温暖化推進センターとして、岡山県地球温暖化防止活動推進員が地域で取組む活動へ支援すること
で、地球温暖化防止の普及啓発を実施。
・岡山県からの委託事業として、温暖化防止の取組みを宣言する「アースキーパー・メンバーシップ制度」の運営
や各家庭に合わせたオーダーメイドの省エネ対策を提案する「うちエコ診断」を実施。

全体

水島処分場

内尾事務所

全体

水島処分場

内尾事務所

（令和4年度実施分）
・会議室等、不使用エリア・不使用時の消灯、空調停止
・ノー残業デー（週１日）設定による節電の実施
・退社時におけるパソコン、モニター、プリンターの電源オフ
・エコカーシェアリングの実施

・灯油代替燃料(RDF･RPF)の導入と効率的な燃焼管理の徹底
・冷却用送風機の停止
・工水用ポンプの停止

・エアコン及び照明の効率的利用（離席時及び残業時消灯ルールの徹底）
・空調、照明、ガソリン使用量の削減（web会議による会議時間、移動時間の短
縮化）

（今後実施予定分）
・サーキュレーターでの空気の循環による空調の効率化
・運転方法の配慮（エコドライブ等）によるガソリン使用量の削減
・BDF、太陽光発電、脱炭素電気導入

・効率的な燃焼管理の徹底
・冷却用送風機の停止
・工水用ポンプの停止
・油圧モーター等の大規模修繕（280kl)

・エアコン及び照明の効率的利用（離席時及び残業時消灯ルールの徹底）
・空調、照明、ガソリン使用量の削減（web会議による会議時間、移動時間の短
縮化）
・太陽光発電の拡張

　 無

その他

その他

県内で
の取組

工場等の名称

平成29年にエコアクション21の認証を取得し、エコアクションの環境マネジメントシステムのしくみを
利用して、省エネルギーに関する推進体制を整備し、各部所で選任したエコアクション２１推進責任
者・担当者を中心に具体的な活動を推進した。

有　

実施した措置及び今後の取組の内容


